
議
第
一
五
六
号 

 
 

 
 

奈
良
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

奈
良
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例

令
和
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
六

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正

 

第
十
二
条
第
五
項

第

に
改

 

 

び

を
削

同
項
の
表
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中

同
法

を

番
号
利
用
法

に
改

 

 
 

 

に
改

 

第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の

第
三
項

改

同
条
第

は

若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は

又

改

 

 

第
十
八

 

議
長

 
議
長

第
一
項
第
五

に
改

 

の
保
有

削

 

 
 

に
改

 

の
下

資
す
る
情
報
の

を
加

 

第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
条
例

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

た

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

一 

第
二
条
第
十
項
の
改
正
規
定

第
十
二
条
第
五
項

に
改
め
る
部
分

に
限
る

第
十
二
条
第
五
項
の
改
正
規
定

び

を
削
る
部
分
に
限
る

第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
改
正
規
定

第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
及
び
第
五
十
四
条
の
改

正
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
改
正
規
定 

令
和
七
年
六
月
一
日 

 

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ

従
前
の
例
に
よ

 

理 

由 



  

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る

の
一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
条
項
ず
れ
の
修
正
及
び
刑
法
の
一
部
が
改
正

さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
文
言
修
正
を
行
う
た
め

所
要
の
改
正
を
し
よ
う
と
す
る

 


